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令和３年度 第１回 つくばみらい市総合計画審議会 

《 令和３年８月２４日（火）午後２時００分～ みらい平市民センター３階 会議室》 

 

１．開会 

事務局： 

本日はお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

定刻となりましたので、令和３年度第１回つくばみらい市総合計画審議会を開会いたし

ます。私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、企画政策課長の大山と申します。 

会長が決定するまでの間、進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 

２．委嘱状交付 

事務局： 

始めに、「委嘱状の交付」を行います。つくばみらい市総合計画審議会条例第３条第２項

の規定に基づき、委嘱状を交付させていただきます。 

委員名簿順にお名前をお呼びいたしますので、呼ばれましたらその場でご起立をお願い

いたします。 

 

スポーツクラブみらい 代表 吉田 多一郎 様 

託児ボランティア ソレイユ 代表 菩提寺 宗子 様 

 ＮＰＯ法人 地球の緑を育てる会 代表 石村 章子 様 

 つくばみらい市区長会 代表 松本 譲二 様 

 つくばみらい市商工会 青年部 代表 佐藤 武志 様 

 つくばみらい市 民生委員 児童委員 協議会 代表 野村 俊光 様 

 つくばみらい市ＰＴＡ連絡協議会 代表 染谷 武志 様 

 つくばみらい市４Ｈクラブ 代表 坂田 健治 様 

 市民公募委員 北島 重司 様 

 同じく 阪口 正輝 様 

 同じく 坂田 清 様 

 同じく 坂本 美羽 様 

 同じく 菅谷 翼 様 

 同じく 眞塩 敏幸 様 

 株式会社 カスミ ビジネス変革本部 ＳＤＧｓ推進マネージャー 伊神 里美 様 

 高砂熱学工業 株式会社 研究開発本部 副本部長 兼 新技術開発部長 山本 一郎 様 

 筑波大学 システム情報系 社会工学域 教授 大澤 義明 様 

 同じく筑波大学 システム情報系 社会工学域 准教授 藤井 さやか 様 

 藤井委員につきましては、本日ご都合により欠席です。 
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委員を代表いたしまして、坂本 美羽様に委嘱状を交付させていただきます。坂本様、

前へお進み下さい。 

 

小田川市長： 

つくばみらい市総合計画審議会委員を委嘱する。つくばみらい市長 小田川浩。よろし

くお願いします。 

 

事務局： 

委員の皆様につきましては、委嘱状を、お手元に置かせていただいておりますのでご確

認ください。 

 

事務局： 

委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

この「つくばみらい市総合計画審議会」は、資料２として配布しました「つくばみらい

市総合計画審議会条例」第１条の規定に基づいて設置するもので、今回の審議会では１８

名の方々に委員をお願いしております。 

委員の任期は、審議会条例第４条に基づき、市長への答申を行っていただくまでとなっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

なお、本日の出席委員は１７名となっており、審議会条例第６条第２項に規定されてお

りますとおり、２分の１以上のご出席をいただいておりますので、会議が成立しているこ

とをご報告いたします。 

また、この会議につきましては、「つくばみらい市審議会等の会議の公開に関する指針」

に基づき、「公開」とさせていただきますので、ご了承ください。 

 

３．市長挨拶 

事務局： 

それではここで、小田川市長からご挨拶申し上げます。 

小田川市長よろしくお願いいたします。 

 

小田川市長： 

改めまして、皆さんこんにちは。令和３年度第１回の総合計画審議会の開催にあたりご

出席を賜り誠にありがとうございます。 

 本日の会議は、国の緊急事態宣言下で行うということもあり、より一層の感染対策を行

っております。何かと不自由をおかけするかもしれませんが、ご了解をいただきたいと思

います。今日、この「みらい平市民センター」を無事にオープンすることができました。

本来であれば、開所式ということで、お隣の郵便局と、この市民センターのテープカット

等を行う予定でしたが、緊急事態宣言ということもあり中止させていただきました。そし

て、この会議は、当初は伊奈庁舎で行う予定でしたが、「みらい平市民センター」の会議室
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の方がだいぶ広いということもあり、密を避けるために、新しい会議室で第一回の会議を

行ってはどうかということで、場所の変更をさせていただきました。 

 この会議室の隣には、テレワークができるスペースをつくってあります。６室で２人～

６人くらいまでの方が利用できる部屋があります。今は出勤を控えるということもあるの

で、そういった方にもテレワークのスペースとしてご利用いただけるのではないかと考え

ています。 

 そして、３階には「まちづくりセンター」、２階には「おやこまるまるサポートセンター」

を開設しました。地域の皆様の色々な活動を支えるまちづくりセンター。そして、子育て

世代の相談から、出産から子育てまで切れ目のないサービスを提供するということで、ま

るまるサポートセンターがスタートしました。緊急事態宣言で、利用には制限があります

が、制限が解ければ、市民の皆様に様々な活用をしていただくことができるのではないか

と期待しています。 

さて、現在の総合計画は、策定から３年ほどが経過しております。新型コロナウイルス

感染症によって世の中の状況が一変しているということもありますが、働き方改革やＤＸ

（デジタル・トランスフォーメーション）ということで、国でも進めていく施策が多くあ

ります。市でも、総合計画を基に、いろいろな施策・事業をつくっていかなくてはならな

いところです。 

福岡工業団地の第２期地区の整備が始まるということで県から発表がありましたので、

企業立地が盛んになることが考えらえます。これからは、市民と行政と企業が一体となっ

て、まちづくりに取り組んでいかなければならないということが、まずはあると思います。

そして、社会的にもＳＤＧｓという話があり、環境的にも持続可能な取り組みを基本に考

えて総合計画をつくっていかなくてはならないと考えています。現在、総合計画は前期の

期間ですが、これから後期を皆さんとつくっていくということになります。前期がこうで

あるからということに囚われずに、全く新しい後期の計画になっても構わないと私は思っ

ています。むしろ、そうあるべきではないかと私は思っています。１０年という長いスパ

ンを１つの計画で進めていくということは無理があると思っております。世の中の流れの

方がもっと早いと思っているので、その時代に合ったものにしていくには、やはり５年く

らいのスパンで１つの計画ということでつくっていかないと、時代に付いていくことは難

しいと思っています。 

また、この計画を進めることは、行政だけの力ではとうていできるものではないと考え

ています。市民の皆様と一緒に、そしてまた、企業の皆様と一緒に、新しいつくばみらい

市をつくっていく。そして、ビジョンはどういうものがあるのかというところを、しっか

りと見ていただきたいと思っております。これから、より良い市政を目指していくという

意味でも、皆様のお力をお借りしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

事務局： 

ここで、事務局職員を紹介させていただきます。 

この「総合計画審議会」の事務局は、市長公室 企画政策課が務めます。 
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市長公室長の 菊地でございます。 

企画政策課 課長補佐の柴山でございます。 

同じく 主査の大野でございます。 

同じく 係長の寺田でございます。 

同じく 主事の飯島でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

加えまして、総合計画の後期基本計画策定の支援を行っていただいている 

有限責任監査法人トーマツ 松本様と石川様でございます。 

 

４．会長 副会長選出及びあいさつ 

事務局： 

 続きまして、次第４「会長 副会長選出及びあいさつ」に入らせていただきます。 

 審議会条例第５条第２項では「会長及び副会長は、委員の互選により定める。」と規定し

ております。会長及び副会長の選出について、どなたかご意見ございませんでしょうか？ 

 

委員： 

事務局案はございますか。 

 

事務局： 

ただいま事務局案との声がございましたので、事務局より案を提出させていただきます。 

 

事務局： 

 事務局案を申し上げます。事務局案といたしましては、会長に筑波大学 システム情報系 

社会工学域 教授であられます大澤 義明委員を、副会長に市民公募委員であられます 北

島 重司委員をご提案いたします。 

 

事務局 

 ただいま、事務局より会長に大澤 義明委員、副会長に北島 重司委員との提案がござい

ましたが、いかがでしょうか。 

 

委員： 

異議なし。 

 

事務局： 

 異議なしとの声がございましたので、会長に大澤 義明委員、副会長に北島 重司委員を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、大澤会長より、ご挨拶を賜りたいと思います。大澤会長よろしくお願いいた

します。 
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会長： 

ただいま会長を拝命しました大澤と申します。よろしくお願いいたします。 

総合計画とは様々な計画の中で、最も上位になる計画です。そういう会長を務めること

は大変名誉なことだと感じています。この市民センターの開所となる記念すべき日に、こ

ういった第１回審議会ができることも非常にうれしく思っています。総合計画とは、通常

は長期的なスパンで物事を決めていきますが、市長からもお話があったように、今の世の

中はどんどん変わっていくということもあり、フレキシブルに対応していくということが

求められていると思います。そういったことからも、皆様からの意見を全体的に引き出す

というのが自分のミッションだと思っているので、遠慮なくご意見をいただきながら、市

民主体のまち、そして民間とも連携するまち、そして、ＳＤＧｓという高い目標に向かっ

ていく計画をつくっていきたいと思いますので、ぜひご協力いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

５．諮問書伝達 

事務局： 

それではここで、諮問書の伝達を行います。 

小田川市長、大澤会長、ご起立をお願いします。 

大澤会長は前へご移動ください。 

 

小田川市長： 

つくばみらい市総合計画審議会 会長 大澤義明 様 

第２次つくばみらい市総合計画について、つくばみらい市総合計画審議会条例第２条及

びつくばみらい市総合計画条例第６条の規定に基づき，次の事項について諮問します。 

 

１諮問事項 

第２次つくばみらい市総合計画の策定に関する審議 

 

２諮問理由 

本市では、平成２０年３月に「つくばみらい市総合計画」を策定して以来、平成２４年

３月に「つくばみらい市総合計画新基本計画」、平成３０年３月に「第２次つくばみらい市

総合計画」を策定し、目指すべき将来像の実現に向けた市政運営を進めてきました。 

大規模自然災害への対応、経済構造や人口構造の変化、デジタル化を始めとした技術革

新、更には新型コロナウイルス感染症対策を契機としたニューノーマル（新たな日常）へ

の対応など、本市が直面する課題は複雑多岐にわたります。また、福岡工業団地地区や常

磐自動車道の（仮称）つくばみらいスマートインターチェンジ周辺の複合産業拠点開発な

ど、グランドデザイン（土地利用構想）においても、新たな局面を迎えています。 

 こうした状況に柔軟に対応し、将来にわたって持続可能なまちづくりを実現するために

は、行政と市民の協働及び産官学連携などに積極的に取り組み、既存の知識や経験にとら

われない新たな手法を積極的に取り入れた、戦略性の高い行政運営を推進する必要があり
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ます。 

こうした中、前期基本計画の計画期間が令和４年度をもって終了することに伴い、時代

の潮流を的確にとらえ、市民ニーズの変化に対応したまちづくりの新たな指針として、総

合計画後期基本計画の策定に関して諮問し，意見を求めるものです。 

 

事務局： 

小田川市長は、この後、別の公務がありますので、ここで退席させていただきます。 

 

（市長退席） 

 

それでは、審議会条例第５条第３項の規定に基づき、これからの議事進行につきまして

は、大澤会長にお願いしたいと思います。大澤会長、北島副会長は、正面の席へご移動を

お願いいたします。 

 

６．報告及び協議 

会長： 

それでは、議長を務めさせていただきますので、進行に関しては、皆様にご協力をいた

だければと思います。 

それでは、次第６「報告及び協議」に入ります。（１）（２）につきましては、関連がご

ざいますので、一括して事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 

事務局から次第６「報告及び協議」の（１）総合計画及び策定内容について及び（２）

策定スケジュール及び基礎的調査・市民参画実施方針についてを合わせてご説明させてい

ただきます。説明の前に準備をいたしますので、少々お待ちください。 

 

（機材等準備） 

 

お待たせいたしました。改めまして、第２次総合計画の概要と今後の計画策定に係るご

説明をさせていただきます。本日お配りしたパワーポイントの印刷資料をご覧ください。

こちらは、策定方針を簡略化した資料です。画面にも同様の資料を表示しておりますので、

見やすい方でご確認ください。 

まず、総合計画とはどういった計画なのかというところをご説明させていただきます。

総合計画とは、“まちづくり”の指標となる最上位計画です。住民全体で共有する将来像や

施策を示し、全ての住民や事業者・行政などが行動するための基本的な指針として位置付

けられています。 

総合計画は、行政が取り組む街づくりのあらゆる分野を網羅しています。 

これに対して、各種個別計画とは、総合計画に即して策定される、特定の分野に関する

個別具体的な計画を指しています。都市計画マスタープランや環境基本計画、子ども・子
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育て支援事業計画、教育振興基本計画などがこれにあたります。ただし、大規模災害等の

増加に伴って全国的に策定が進んだ「国土強靭化地域計画」に関してだけ、総合計画と同

様に、各種個別計画の上位に位置する計画として策定されています。 

総合計画は、かつては地方自治法により市区町村に対して、その策定が義務付けられて

いました。しかし、地方分権改革の取り組みの中で、国から地方への「義務付け・枠付の

見直し」の一環として、地方自治法が改正され、計画の策定は自治体の判断に委ねられる

ようになりました。 

しかし、“まちづくり”の指針としての重要性はいまだ高く、ほとんどの自治体で、継続

して計画は策定されています。ただし、その在り方は少しずつ変化しており、重点的な施

策や課題に特化した計画や、計画期間の見直し、自治体の特色を強く出した計画が策定さ

れるようになっています。 

この総合計画は、１０年間の基本構想のもと、前期・後期各５年の基本計画と、３年間

の実施計画を実施していくという構成になっています。実施計画には、個別事業の目的や

指標・経費などを定めており、毎年度見直しを行うことで、具体的な事業計画を立ててい

ます。この実施計画を体系付けて整理したものが、基本計画です。現在は、平成３０年に

策定した基本計画の４年目にあたります。そして、この審議会では、令和５年（２０２３

年）を始期とする後期基本計画の策定に向けてご意見等を頂戴することとなります。この

前期・後期基本計画の期間全体で目指すものが、１０年間の基本構想ということになりま

す。１０年間という長期的なビジョンを目指し、より具体性のある短期的な事業計画を着

実に実行していくという計画の構成になっています。 

続いて、策定方針について、ご説明させていただきます。 

お時間の都合もありますので、抜粋しての説明になりますのでご容赦ください。 

まず、現総合計画では、「しあわせと 笑顔あふれる みどりがつなぐ “みらい”都市」

という目指すべき将来像を掲げています。この将来像を実現していくための指標として、 

まちづくりの「規模」「質」という２つの指標を設定しています。 

 まず、まちづくりの規模として、総合計画では、１０年間の基本構想の終期である２０

２７年の人口見通しを５３，２００人としています。これは、２０１６年３月策定の「第

１期まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」で示した将来見通しを基に設定しました。な

お、２０２０年３月に策定した第２期の人口ビジョンでは、２０２７年の人口を５２，９

１９人としています。 

続いて、まちづくりの質の指標である「しあわせ指標」についてです。「しあわせ指標」

は、主観的指標と客観的指標の２つの指標で構成されています。まず、主観的指標とは、

子育て・雇用・防犯対策などの現状についてアンケート調査することで、市民一人ひとり

の主観的な感覚や意見などを幸福度として指標化したものです。それに対して、客観的指

標とは、農業者数・ごみの排出量・健康寿命などの「統計的な数値」から、客観的にまち

の環境変化をとらえる指標です。この、主観的指標と客観的指標の両方を用いることで、

市民の幸福度を主観・客観の両面から高めていこうという目的で設定したものが「しあわ

せ指標」です。こちらの指標については、コロナ禍において市民の「しあわせ」の感じ方

に変化が生じているかもしれません。 
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続いて、市のグランドデザインについてです。前期基本計画策定時から、市は大きく発

展を遂げています。特に、福岡工業団地やスマートインターチェンジは、土地利用の構想

を大きく変化させる要因になるため、後期基本計画策定に際して、検討が必要な事項です。 

このように、市を取り巻く状況は、前回の計画策定時から大きく変化しています。特に、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降は、社会経済・環境などが以前とは全く違うも

のとなりました。より複雑化する行政課題と、市民ニーズの多様化に対応し、自治体とし

て持続的な発展を遂げるためには、従来の手法にとらわれない新たな行財政運営を目指し

ていく必要があります。 

そこで、後期基本計画の策定においては、戦略性の高い行政運営を目指し、６つの考え

方を取り入れることとしています。 

①「時流の反映」では、ＳＤＧｓやＳｏｃｉｅｔｙ５．０といった時代の潮流を意識する

こととしています。 

②「未来投資の強化」では、ストックマネジメントや子育て環境整備などに取り組みなが

ら、将来を支える若い世代への積極的支援を盛り込んでいます。 

③「施策の弾力化」では、大規模自然災害や新型コロナウイルス感染症への柔軟な対応を

取りつつ、産官学連携の推進など、新たな手法を積極的に取り入れることとしています。 

④「行財政運営の効率化」では、重点的な資源配分、ＤＸによる業務効率化、働き方改革

の推進などによって、創造的な業務体制を構築し、行政サービスの質の向上に努めること

としています。 

⑤「市民協働の実質化」では、市民と行政が一体の「自助・共助」のまちづくりへの転換

を目指すため、市民に分かりやすい、施策の効果・検証ができる計画の構成とし、エビデ

ンスに基づいた政策立案に繋げられる計画とすることとしています。 

最後に、⑥「実行性の追求」では、総括的な目標を定めるとともに、地域課題を捉えた重

点的施策を設定し、課題解決に取り組むものとしています。また、関係機関や各種計画と

連携のとれた実行性の高い計画策定に努めることとしています。 

最後に総合計画の策定体制についてです。市役所では、副市長を委員長とした策定委員

会、その下部組織として各課長で組織する専門部会を設置しています。また、専門部会の

事務補佐などの役割として各課係長級の職員が補助員として策定作業に参加しています。

市議会は、市からの策定状況等の報告に対して意見等をいただくとともに、基本構想を決

議します。そして、皆様の属する総合計画審議会は、本日のような審議会の場でご意見を

頂戴することは勿論、総合計画の策定に関して必要な調査及び審議を行い、最終的には、

先ほど市長からありました諮問に対して答申を行っていただくことになります。また、市

民の方々には、アンケート調査やワークショップ、パブリックコメントなどを通して計画

づくりに参加していただくことになります。 

策定方針の概要は以上です。 

 

続きまして、有限責任監査法人トーマツ様から、今後のスケジュール等のご説明をさせ

ていただきます。 
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有限責任監査法人トーマツ： 

引き続き、策定スケジュール・基礎的調査・市民参加実施方針について、支援を担当し

ている有限責任監査法人トーマツからご説明させていただきます。 

 資料５のスケジュール表についてご説明させていただきます。横軸には、今後の策定の

スケジュールをお示ししています。縦軸には具体的にどういったことを行っていくのかと

いうところや、審議会へ諮らせていただく内容をお示ししています。こちらは、来年３月

まで、だいたい１年半くらいの期間で策定をしていくということになりますので、計画的

に順序だてて策定を進めてまいりたいと考えています。 

 スケジュールについては、大きく３つの段階に分かれております。 

 まず、一つ目は、来年の１月くらいまでに計画立案の準備というところで、次期計画の

内容を検討するにあたって基礎的な情報を収集・分析する期間です。市の概況整理や現行

計画の進捗状況整理・市民意向調査といった基礎的調査を行う予定です。また、ワークシ

ョップの１回目を開催させていただく予定です。このように、基礎的調査を行うことで計

画策定の基礎準備をさせていただくということになります。 

 続きまして、第２段階として、来年の１月以降から、計画の中身や方向性を検討すると

いう段階に移らせていただこうと考えています。ワークショップの２回目や市の内部で計

画の策定について進めていくという段階です。これは、来年の８月くらいまでに、市の内

部で次期計画の方向性などを検討していくということになります。 

 続いて第３段階として、これまで検討してきた内容について取りまとめを行い、計画書

の内容をしっかりと固めていくという段階です。おおむね、来年の９月～３月までに実施

していくということで検討しています。パブリックコメントの実施や、審議会の皆様にも

しっかりとご意見等をいただくということを予定しています。 

 それぞれの段階で、審議会等に進行状況の報告や内容をお諮りして、段階的に漏れのな

いように計画策定を進めていけたらと考えています。 

 ポイントとしては３点ありまして、立案準備の段階として来年１月くらいまでに、基礎

的な部分の調査をしっかりと行っていきます。そして、来年２月以降に方向性を検討し、

その後、９月以降に計画の内容を固めていきます。その３つの大きな段階を経て、計画策

定を進めていきたいと考えています。以上が、簡単にではございますが、今後のスケジュ

ールについてです。 

 

 続いて、直近の基礎的調査部分の説明をさせていただきます。資料６をご覧ください。

総合計画は市の最上位計画であり、市としての方向性をしっかりと定めるために、市の基

礎的な部分を調査するものです。総合計画を策定するにあたっては土台をしっかりさせる

ことが重要です。土台がしっかりしていないと、その上に立つ計画の内容もあやふやなも

のや実効性の乏しいものになってしまうという恐れがありますので、しっかりと基礎的調

査を行い、現況を踏まえた計画策定につなげてまいりたいと思っています。 

 基礎的調査で市の現況を把握するためには、大きく２つの調査を実施しようと考えてい

ます。  

 一つは定性調査ということで、社会環境分析をしていこうと思っています。二つ目は定
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量調査ということで、社会指標分析をしたいと思っています。 

 定性調査については、より大きな視点で社会の変化をとらえ、国や県の動向をとらえて、

今後求められる方向性というものを検討していきたいと思っています。定量調査について

は、統計的な数値などを用いて、市の現状を把握していきたいため、他市比較などを実施

していくということを考えています。 

 続いて、基礎的調査の定性的な部分を詳しくご説明します。社会経済動向の整理・分析

というところです。先ほどの市長からの諮問でもありましたが、災害の激甚化・テクノロ

ジーの発展・新型コロナウイルス感染症など、市を取り巻く環境は大きく変化しています。

今後の計画策定を進めるにあたっても、こうした環境の大きな変化をとらえながら進めて

いく必要があるので、社会経済状況の整理として変化をとらえていきたいと思います。変

化をとらえる方法としては、政治的要因・経済的要因・社会的要因・技術的要因という４

つの要因について分析を進めていきたいと思います。では、具体的などのような内容で４

つの要因について分析を行うのかをご説明させていただきます。資料３ページには、市の

取組がすべて含まれるように８つの項目を設定し、この項目を整理することで市政に対し

て社会環境の変化が及ぼす影響を分析できるというものです。 

 続いて４ページに移ります。先ほどまでは、より大きな視点で社会環境の変化をとらえ

るということでしたが、定量的な分析では、より細かな視点で現況等を分析するというこ

とが、効果的な分析になります。こちらでは、統計や、地域経済分析システムなどを活用

して、多面的な市の現状などを分析していきたいと考えています。おおむね４００指標程

度を用いて、市の現況等を分析していくことを想定しています。４ページに記載している

成果物イメージというところですが、このような指標を分析し、つくばみらい市の特徴が

どこにあるのかを明らかにしていこうというところです。 

 続いて、５ページは、統計的な分析を行う際の分野になります。定性的なところにあっ

た項目をより細分化させていただき、より詳細に現況を分析させていただきたいと考えて

います。この１～１２の分野を分析して現況等を整理していきたいと考えています。 

 続いて資料６ページです。定量的な分析としては、市の情報だけではなく、他団体との

比較を通じて、市の特徴というものを整理していきたいと考えています。このため、６ペ

ージに記載の団体を類似団体として、比較・分析を行っていきます。分類の１つ目として

は県内の４３市町村。２つ目の分類としては、県内で同規模の市町村ということで人口１

０万人以下の市町村。３つ目はつくばエクスプレスの沿線市区町村。４つ目が近隣自治体

として、つくば市、取手市、守谷市、常総市というところです。最後に、分類５として類

似団体という設定で分析を行いたいと考えています。このように、団体との比較を通じて、

つくばみらい市の特徴を明らかにしていきたいと考えています。 

 資料７ページは、先ほどの説明であった類似団体についての補足です。こちらは、自治

体の財政運営の状況を比較することを目的に設定されている区分でして、人口と産業構造

により設定されております。設定の詳細は総務省のホームページに載っております。こち

らでは、つくばみらい市は類似団体の都市 1―２に当てはまりまして、７ページに記載の

団体が類似団体にあたるとされており、こちらのような団体との比較を行ってまいりたい

と考えています。 
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 以上が基礎的調査の中でも、社会環境の変化や統計的なデータからみた、つくばみらい

市の現状の把握というところでございます。 

 続きまして資料の８ページをご覧ください。こちらからは、計画策定にあたっての市民

意向の把握というところに移っています。資料の８ページは市民意向調査の実施というと

ころです。市民の皆様にアンケートを実施させていただき、その結果を踏まえて、今後策

定する基本計画の内容に反映さえていくということになります。調査期間としては、今年

の９～１０月頃を予定しており、対象としては、本市在住の１８歳以上の男女としており

ます。調査方法としては、郵送とＷＥＢ調査を併用したいと考えています。市民意向調査

の調査項目は、資料７に記載していますので、ご確認いただければと思います。設問の概

要としては、大きく１３の項目を設定しています。まず、資料７の１ページ目が、回答者

の属性や住みやすさ、定住意向について、つくばみらい市の満足度・重要度というところ

を、市民の皆様の現状と、市政の現状に対するご意見をいただくということになっていま

す。市の取り組みについて、市民の皆様がどのように感じているのかを把握したいと考え

ています。資料の３ページ目は、現総合計画の各章・節に対応する項目となっており、こ

ちらで現総合計画に対する市民の皆様のご意見を確認させていただくという構成をとって

います。以上が、市民意向調査の内容です。 

続きまして資料６の９ページは、市外在住者の意向調査の実施についてです。こちらは、

つくばみらい市と近隣自治体のイメージや市民ニーズを把握することで施策の展開に活用

していきたいと考えています。近隣の自治体にも同じ内容のアンケートを実施させていた

だき、つくばみらい市のイメージや市民間のニーズなどをとらえて、今後の移住などの施

策を考えていく参考にしたいと考えています。調査期間としては、令和３年の１１月に実

施し、対象者は近隣自治体在住の市民の方、調査方法はＷＥＢ調査で実施したいと考えて

います。具体的な質問項目は資料８をご覧ください。１ページ目は回答者の属性を確認す

る項目となっています。２ページ目には共通項目が記載されています。愛着度や定住意向、

居住地を選択する際の基準、各自治体に対するイメージなどを把握させていただき、それ

ぞれの自治体にお住まいの方が、つくばみらい市にどのようなイメージを持っているのか、

居住地を選択する際にどのようなことに関心を持っているのかを把握させていただき、今

後のイメージアップや定住戦略に活用していくことを予定しています。 

 続きまして資料１０ページをご覧ください。アンケートについては、中高生アンケート

の実施も予定しています。未来の担い手である若者の視点から、市政に対する意見を把握

したいというものです。今後、つくばみらい市を担っていく若い方々がどういった意見を

持っておられるのかというところをしっかりと把握して、そういった方々が、今後もつく

ばみらい市に住み続けられるような市にしていくというところに反映したいと考えていま

す。実施時期については、今年の１０月～１１月ごろを予定しており、市内の中学校・高

等学校の生徒の皆様にご協力をいただこうと考えています。調査方法はＷＥＢ調査により

実施したいと考えています。設問については、資料９をご覧ください。基本的には市民意

向調査と同じ内容をお聞きする予定となっています。市民意向調査と中高生アンケートの

結果を対比し、それぞれの考え方の違いなどを明らかにしつつ、今後の施策の展開や検討

というところに活用していきたいと考えています。以上が、市民意向調査・市外在住者・
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中高生アンケートといった意識調査に関する説明になります。 

 続きまして、資料の１１ページをご覧ください。こちらは、市民参画による計画策定に

係る支援ということです。意向調査は行いますが、それだけではなく、市民の皆様にお集

まりいただき、ワークショップを開催させていただき、市民の皆様のご意見をお伺いした

いと考えております。目的にもありますが、つくばみらい市の魅力や暮らしの中での課題

などについて、皆様からのご意見をいただきたいと考えています。開催については２回に

分けることを予定しています。１回目は今年の１１月７日、２回目は来年の７月という２

回の開催を予定しています。場所としては、みらい平市民センターで実施させていただき

たいと考えています。現状では、新型コロナウイルス感染症の影響が出ているところでは

ありますが、今のところ、皆様にお集まりいただき、１テーブル当たり５名程度で５テー

ブルほどをご用意させていただき、各テーブルで討論として、参加していただいた方にお

話し合いいただく機会を設けたいと考えています。ただし、今後の状況によっては、やり

方を変えながら実施していきたいと考えています。ワークショップは２回に分けておりま

すので、まず、今回の１回目については、総合計画の概要の簡単なご説明をさせていただ

きます。そのうえで、市の課題などについて、市民の皆様のご意見をいただきたいと考え

ています。子育て・教育、健康・福祉、産業・文化、生活環境・都市基盤というテーマを

設定させていただき、それぞれのテーマごとに協議していただき、それぞれの課題につい

て意見をいただきたいと考えています。こちらのご意見等については、今後の策定の中で

活用するとともに、第２回ワークショップでは、具体的に課題への対応策などの検討につ

なげていきたいと考えています。１２ページにあるように、ワークショップの開催という

ことでチラシも作成して、周知をおこなっていく予定です。 

 

以上駆け足になりましたが、全体のスケジュールと、スケジュールの中での第一段階、

計画の立案準備の中での市の現状把握というところについてご説明させていただきました。 

 

会長： 

 只今、事務局とコンサルタントの方からご説明いただきました。 

 市のパワーポイントの資料と説明について、若干補足させていただくと、４ページにあ

りますように、総合計画というのは、これまでは最上位計画ということで、国や県との整

合性をとって、ただ一つの最上位計画でした。しかし、国土強靭化の重要性ということで、

国土強靭化地域計画の位置づけが上の方に上がってきたという状況にあります。というこ

とは、防災というところは、非常に重要な分野になっているということかと思います。 

さらに、５ページ目にあるように、基本構想は、議決のために議会にかける必要がりま

したが、法律が緩和されていますので、取り扱いには自治体の裁量があるというところも

変化です。加えて、最後の１３ページが最も大切なことかと思います。戦略性の高い行政

運営というところです。これだけ見ると、ごく当たり前に聞こえるかもしれませんが、今

から１０年くらい前までの総合計画は、割と総花的で何でもやりますよというような内容

でした。何でもやりますよというのは、何もやりませんよということと同じになってしま

うので、しっかりと、これだけはやりますということを示すようになってきているという
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ことをご理解ください。 

 目標人口に関しても、昔はかなり盛った数値を出していました。例えば、とある市は現

在の人口が１３～１４万人ですが、初期の計画では２５～３０万人というまちを想定した

計画を立てていましたので、かなり過剰なインフラ整備が導かれていました。ということ

は、逆に言うと、リアリティがないということです。そういう観点からいうと、この１３

ページに書いてある６つの項目を考えながら、実効性のある計画をつくっていくというこ

とが大事だと思っております。 

 そして、コンサルタントの資料を捕捉しますと、最初の部分は３つの内容だと思ってく

ださい。１つ目は、データを使いながら、つくばみらい市の立ち位置をしっかりと考えて

いくということ。最近では、データサイエンスやオープンデータということで、こういっ

た分析はかなり充実してきたところです。もちろん、データだけで見ると、つくばみらい

市の位置づけが、類似自治体として県内では下妻市・高萩市・北茨城市・桜川市と言われ

ても、なかなか本当かなという感じもしますが、総務省の分類によるとこうなるというこ

とです。これは、目安として意識してもらえればと思います。こうした、データを使った

横比較が大事かと思います。 

 そして、２つ目。アンケート分析として特徴的なのは、市民だけではなく、近隣自治体

の在住者へのアンケートを実施する。あるいは、中高生へのアンケートも積極的に行うと

いうのが非常に大事なポイントかと思っています。やはり、今後のつくばみらい市の将来

を担っていくのは若い世代だということと、どうしても市民だけの意見では計画が小さく

なってしまうので、周辺の自治体からの意見もうかがって、市の立ち位置をしっかりと見

定めていくということです。 

 最後はワークショップです。市民の方に参加していただきながら、議論を通して提案し

ていくというかたちです。 

 この、データ分析・アンケート・ワークショップの３つが大きいですが、ありとあらゆ

る手法を用いながら、この総合計画を策定していくというのが特徴だと思います。 

 

 これから、皆さんのご意見を伺いながら４時くらいまでに会議を終えたいと思いますが、

今回は初回ですので、結論を得るということでは全くありません。自由にご発言いただけ

ればと思います。まずは、この総合計画や進め方についてのご意見をお伺いしたいと思い

ます。多少、脱線して日頃の生活のことなどもご質問いただいても結構ですので、遠慮な

くご意見をいただければと思っております。 

 

 それでは、まずはＡ委員から口火を切っていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

Ａ委員： 

あと１５分程度で退席しなければならないので、若輩者の私からご挨拶させていただく

ということで大変恐縮ですが、自己紹介を兼ねての意見ということでお話をさせていただ

きたいと思います。 
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 ＳＤＧｓが今回の計画でも注目する一つということですが、ＳＤＧｓは、３年や５年で

できることではありません。ＮＥＸＴ ＳＤＧｓではありませんが、１０年２０年３０年

と、ずっと続けていかなければならないことなので、そうすると、今の子どもたちへの教

育がＳＤＧｓにはすごく大切なのかなと考えています。ニューノーマルな生活においても、

子どもたちへの教育がすごく大事だと感じています。今回委員をさせていただくなかでも、

子供たちの教育に関わる、市のＡＩ、デジタル化、ＩＴ技術、ＳＤＧｓやニューノーマル

な生活におけることなども、皆さんと一緒に意見を述べて、考えていけたらありがたいと

思っています。もう一つとして、働く女性の立場についても、すごく感じることがあった

ので、そういったことも意見を述べさせていただけたらありがたいと思います。 

 

会長： 

時流の反映や未来投資の強化というところに関連してくるのかなと思います。まちづく

りは、ひとづくりとかなり被るので、積極的な検討をお願いしたいと思います。本日は、

時間的な制約の中で申し訳ありませんでした。次回以降もよろしくお願いいたします。 

ほかに、ございますか。 

 

Ｂ委員お願いします。 

 

Ｂ委員： 

会長がおっしゃったように、この類の計画というのはどうしても総花的で文章で書いて

おしまいということになりがちですが、そういったことを避けるためにも、どの程度のや

る気があるのかというところを、ざっくばらんに我々の立ち位置を確認させていただくた

めに３つほどお願いします。 

計画の実効性を持たせるためには、財政的な部分として２００億円ほどの財政規模や、

政治的なテーマにどの程度まで突っ込むことができるのかが大事ですよね。例えば、そう

いうなかで、どこまで担保的な部分が取れるのかというところが１つ。 

もう１つは、他市との比較というところでしたが、つくばみらい市はつくば市と守谷市

に挟まれたなかで、強みを伸ばすのか、市内に本屋がないというような弱みをリカバリー

するのかというところはどう考えているのか。他市と比べるのは良いですが、同じことを

することはできないので、どこまで独自性を出すのかということですね。 

アンケートについては、高齢者や若者など、立場が違えばニーズが異なると思います。

アンケートについても、総花的なアンケートでは、あれも欲しいこれも欲しいになるわけ

であって、最後に優先順位をつけるということや、実施することによるデメリットなどを

明示する工夫をしないと、足しあげてみてからの決め所が難しいのかなと思っています。 

この審議会の気持ちとして、どの程度までの覚悟があるのかというところをお話しいた

だけたらと思っています。 

 

会長： 

事務局お願いします。 
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事務局： 

 ご質問ありがとうございます。３点の質問があったかと思います。 

 まず、一つ目として実効性を持たせるために、財政的な担保などのお話がありました。

財政状況が厳しいこともあり、どの程度の予算が付くのかということはお話しできないと

ころですが、全体的に満遍なくということであると、どうしても予算が足りないというこ

とになりますので、重点的な施策を検討するなどメリハリをつけた施策を進めていくとい

うことで対応できるのではないかと考えています。 

 ２つ目として、強み弱みとして市の独自性ということかと思います。これは、アンケー

トで、どの分野を重点的に進めてほしいのかというところを設問の中に含めています。市

民の方が、強みを伸ばしていくのか、弱みとなっている不便なところなどを改善していく

という施策を望んでいるのかといったところを、アンケートの結果等を見ながら、進めて

いく方向性などを検討していきたいと考えています。次の審議会では、アンケート結果等

もお示しできるかと思いますので、皆様が感じたことや、どのような方向性が良いと思う

かなどをご意見いただければと思います。 

 ３つ目として、高齢者や若者はニーズが違うというところがあるかと思います。アンケ

ートやインタビューでの対象が偏ると、そういった意見も偏ったものが強く出てしまうと

いうこともあるかと思います。市としては、できるだけ多くの方にご参加いただき、若い

方やご年配の方、新しく越してこられた方も含めて、幅広く意見を伺うことで、ひとつの

ニーズに偏らないように検討を進めていきたいと考えています。 

 

会長： 

３点ご質問いただきまして、引き続き、こうした議論を繰り返し行うかもしれませんが、

１つ目については、重点化すべきところを少しずつ絞って見つけていくということかと思

います。２つ目の強み弱みというところは、つくば市や守谷市だけでなく、日本全国と比

較しなければならないと思いますので、そういうところをみせながら、進めていくことに

なるかと思います。３つ目のアンケートについては注意しなければならないと思っていま

す。例えば、ある市ではアンケートを取ると、常に交通バスが足りないという意見が出ま

すが、バスを整備しても乗らないということになってしまっています。そういったところ

は、気を付けて進行も進めていかなければならないと考えています。何か問題等ありまし

たら、ご意見をいただければと思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

Ｃ委員： 

 ２０１８年度から２０２２年度まで前期基本計画を実行中で、定性・定量の目標を掲げ

ながら進めているのかと思います。よくありがちなこととして、ある市では目標を掲げて

も、達成していないということが後から出てきていて、目標が現実に即していない場合が

あるかと思います。そうした場合は、途中で修正していく必要がある場合もあるかと思い

ます。現行の前期基本計画で、指標に基づいて取り組んでいるが課題になっていることに
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ついて、策定途中で話をする機会はあるのでしょうか。また、ビジネスサイクルではＰＤ

ＣＡなどをよく使いますが、目標があり、検証があり、問題をカバーしていくというサイ

クルを持たないと、絵にかいた餅になってしまいます。 

先ほどの市では、たくさんの目標があって１０００個くらいファイルを整理しましたが、

それをすべて実行していくことは大変で、結局、 まちとしてどんな特徴ができたのかと

いうところを考えていくと、エッヂのきいたものが、なかなか現れなかったりもします。

そういうことで、たくさんの施策をつくればよいということではなく、実行できるものを

何本作れるかということが大切だと思います。 

 ２点目として、ＳＤＧｓの視点を入れるという話でしたが、ＳＤＧｓはアルファベット

なので、ググっと来ないです。ゴールがたくさんある上に、実際に自分たちの生活でどれ

がＳＤＧｓかといったときに難しいです。最近一番よく知っているなと思うのが就職活動

を行っている大学生や高校生などが、面接で必要だと思って勉強をしているそうで、説明

を求めると上手に説明したりします。あとは、小学校の４・５年生が学校の先生と一緒に、

手引を見ながら一生懸命に考えて、未来にこんなことをやりたいみたいなことを持って来

て下さいます。もしかしたら、ＳＤＧｓは、そういったように、最先端で一生懸命学びを

やっている学校の先生や大学生が、どういったまちにしたいというところがくみ取れると

面白いのかなと思いました。アンケートのターゲットとなっているところが色々とありま

すが、みらいを描けるような意見が出せるアンケート層も特別に入れてほしいと思いまし

た。 

 

会長： 

ありがとうございました。それでは、事務局お願いします。 

 

事務局： 

ありがとうございます。まず、現在の前期基本計画は、各施策についての進捗状況・評

価については、これから評価をしていきたいと考えています。第２回の審議会では、委員

の皆様に現計画の状況について報告できればと考えています。ＳＤＧｓの取り組みについ

ては、現在市が策定している計画は、各種個別計画などたくさんあります。総合計画を始

めとして、最近では、まち・ひと・しごと総合戦略なども当課で策定しております。ただ

し、現在市が策定している個別計画において、ＳＤＧｓの取り組みに関連付けている計画

が１つもございません。そういうこともありまして、市が取り組んでいる施策は、必ずＳ

ＤＧｓの取り組みの一つとして関連づいているはずですので、自分たちが今行っている施

策が、ＳＤＧｓのこの取り組みに該当するということを職員一人一人が理解しないといけ

ないということがあります。 

今回の総合計画では、難しくつくるというイメージではなかったのですが、ＳＤＧｓの

取り組みというものを身近にし、今行っている仕事のなかにあるものだということを、こ

の計画の中で押さえることで、職員を始めとして、市民の方々にも知っていただけるかと

思っています。今のところは、ＳＤＧｓについては、そういったイメージで考えています。 

以上でございます。 
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Ｃ委員： 

ありがとうございます。ＳＤＧｓはいまだ浸透していないので、やってみないと思って

いたイメージと違ったりもします。ぜひ、いろいろと議論や話し合うということも、職員

もやらなくてはならないし、ほかの事例なども取り入れて学びの場をつくっていかないと、

すごく狭い世界のＳＤＧｓになってしまうので、学びの場を設けても良いのではないかと

思いました。よろしくお願いします。 

 

Ｄ委員： 

 皆様の意見に同感です。一点事務局に確認したいことがあります。先ほどお示しいただ

いた目指すべき将来像である「しあわせと 笑顔あふれる みどりがつなぐ みらい都市」

という言葉は、茨城県の都市ほとんどが合致し、つくばみらい市でなくても良いように思

います。というのも、先ほど会長からありましたように、総花的というか、抽象的な言葉

だと思います。僕も、まちのゴールの言葉として抽象的なものは分かりづらいと思います。 

つくばみらい市の特徴がどういったものかとするときに、しあわせなまちづくりという

ものは大事だと思いますが、もう少しエッヂのきいた目標が良いかと思っています。僕が、

このまちが、どんなまちだと感じたかというと、２００６年に伊奈と谷和原が合併したこ

とと、このみらい平という地区が特徴だと思います。計画人口１６,０００人、つくばエク

スプレスができて人口が急増しています。そして、みらい平周辺と地域格差ができてきて

いるという状況だと思います。 

では、どんなターゲットにすればよいかというと、個人としては「第２のふるさとづく

り」や「第２のふるさと創生」というのが分かりやすいかと思います。つまり、伊奈と谷

和原という２つの地区が合併で合わさって、さらに新しい方々がかなり増えてきている。

そういうなかで、皆様がこの土地に住んで、ずっと住みたいと思うようにするためには、

新しく来た方には、「第２のふるさと」であり、伊奈・谷和原のころから住んでいた方には、

新しいまちをもう一度つくりなおそうというターゲットが大事かと思います。 

そこの下には、具体的な目標がいっぱいあるかと思います。例えば、みどりがつなぐと

いう言葉がありますが、私も小さな畑をやっておりまして、近くのお年寄りの方が、スイ

カのつくり方とかトマト栽培の仕方とかを教えてくださいます。お礼にお茶などを差し入

れると、作物をたくさんもらえたりします。ああいった、８０～９０のおばあちゃんと、

作物を作ったこともないような私が交流するという、そういうことが、このまちでは出来

るということを思いました。 

この市民センターもそうですが、市民参加でまちづくりをしようということですが、み

んなイメージできるゴールは何なのかということを、歴史や人口構成から考えると、みん

なが同じ方向を向いて取り組めることは、もう一度まちをつくろうということだと思いま

す。リボーン（reborn）というほど大げさではないですが、自分の新しいふるさとをもう

一度作りたいし、つくっていこうということが大きな目標だと思います。 

今からひっくり返そうということではないですが、この目指すべき将来像というのはも

っと具体的でとんがった目標、あるいは、新しく住んだ方も、元々住んでいた方も、同じ
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ベクトルを向く目標というのが必要だと思います。こういったことから、「第２のふるさと

創生」というのが、私の思うターゲットです。 

 私は、ほかの市町村とも同じような関わりがありますが、どこの市町村も同じような目

標です。「みどりいっぱい」「しあわせいっぱい」「お年寄りにやさしいまち」などですが、

それはどこにでもある目標です。ですので、僕は、一つの具体的な目標というものが大事

だと思っています。それと、大事なこととしてほかのところでも言っているのですが、Ｓ

ＤＧｓの話で、住み続けられるまちづくりも目標になっています。これは、大きなＳＤＧ

ｓの目標として掲げられるので、先ほど言った「第２のふるさと創生」みたいなものは、

かなり合致するのではないかなと思っています。 

 それと、僕がもう一つ言いたいことは、高倉健さんのビールのコマーシャルで、 「 強

くなければ生きていけない」「優しくなければ生きる価値がない」という言葉がありました

が、まちづくりは更に「楽しくなければ生きる意味がない」という３つが、まちづくりの

基本だと思っています。強いというのは、国土強靭化もありますが、財政的にも風水害な

どの災害にも強いということ。優しいというのは、お年寄りや若い人、外国人や移住して

きた人などにも優しいまちということ。でも、それだけではいけないと思います。楽しい

まちというのを加えた方が良いかと思います。というのも、お互いに交流し合って、協力

して楽しいまちをつくるということが必要だと思っています。僕としては、目標とすべき

将来像というのは、「第２のふるさと創生」というものにして欲しいということと、根本的

な政策として、「強いまち 優しいまち 楽しいまち」というものを政策に落としてもらえ

ると、かなりすっきりするかなと個人的には思っています。 

 

事務局： 

ご意見ありがとうございます。ただいま、Ｄ委員からお話がありましたが、みらい平に

は計画人口１６,０００人のところ、１５,０００人を超える人口が張り付いています。こ

の中で課題といたしましては、みらい平の新市街地と既存地区と呼ばせていただきます伊

奈・谷和原地区において、それぞれ賑わいが違うということです。この新市街地と旧市街

地の交流というものを市でも考えていかなければならないと思っています。新市街地・旧

市街地単独で生活しているわけではなく、お互いに、両市街地の交流を深めることによっ

て「第２のふるさとづくり」のようなものに着手していければというふうに、お話を聞い

て感じておりました。それと、「楽しいまちづくり」いうことで、政策が充実していき、地

域の活性化が進めば、「楽しいまちづくり」にもつながるのかなと考えておりました。 

 一番初めに、「しあわせと 笑顔あふれる みどりがつなぐ みらい都市」ということに

ついては、計画の基本構想にあたります。これを変更するためには、議会の議決をいただ

く必要がございます。冒頭の市長挨拶でもありましたように、前期基本計画にこだわるこ

とがないようにということもありました。計画の策定に関しては翌年度に入ってきますの

で、皆さんにご審議いただいた内容に関して、基本構想の部分についても、直すべき部分

は直すというスタンスで考えていきたいと事務局でも考えています。なるべく柔軟な対応

をしたいと考えていますので、委員の皆様についてはご協力をお願いしたいと思います。 
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会長： 

では、続いてＢ委員。 

 

Ｂ委員： 

ただいまＤ委員がおっしゃられた通り、この審議会の運営の方法として、こういうこと

を言うことによって、色々な意見が啓発されてくるかと思います。Ｄ委員の意見に乗りた

いと思ったことは、皆さんが本音のトークを行うことで、プラスアルファの部分が出てく

るというのが、非常に望ましいことだと感じました。よくある審議会のようにシャンシャ

ンでは全く進歩がないので、１＋１が２でしかありません。これが、４や５になるために

はそういった部分が必要だと思います。それと、こういう時には、様々なプロブレムがあ

るかと思いますが、私たちの中で、色々なソリューションを描き出していくことができる

ようになると良いかと思います。 

何を言いたいかというと、今市では２０坪程度の市民農園を貸しているかと思います。

僕はああいった場でやり方を教えてくれるお年寄りがいるので、そういったおじいちゃん

やおばあちゃんに、やり方を教えてもらう場をつくると、相乗効果が出ると思います。問

題を民間セクターだけで解決しようとするのではなく、民間と市役所などを自在に組み合

わせることによって、色々な凸凹がうまくつながると、非常にプラスアルファが生み出せ

るのではないかと思います。そういうことをやるためには、こういった審議会でもっとた

くさんの触発的な意見が出ると望ましいのかなと思います。 

 

事務局： 

ありがとうございます。農業の話に少し触れさせていただきます。只今ご紹介をいただ

きました市民農園について、貸すだけではなく、市内にいらっしゃる経験豊富な農業者の

方のアドバイスを受けることで、交流につながり、農業を起点にした新たなコミュニティ

ができるということも考えております。 

こちらは、令和元年度に策定した、つくばみらい市まち・ひと・しごと総合戦略でも、

みらい型農園というものを施策として立てております。本来であれば、総合計画が市の最

上位計画ですので、総合計画に初めに位置付けてあればよかったのですが、総合計画には

位置づけができておらず、農業部分については総合戦略とある程度の整合性を取らなけれ

ばならないと考えています。みらい型農園というのは、農業をやるだけではなく、市内に

住んでいる方、それと市外で農地を持たない方、そういった方が、つくばみらい市で農業

に触れていただいて、その中から、新しく就農する方が生まれるような地場ができればよ

いのかなと考えています。本日、４Ｈクラブ代表の方もいらっしゃっていますが、つくば

みらい市には経験豊富でおいしい野菜をつくる方がたくさんいらっしゃいますので、そう

いった方にも、ご協力をいただいたうえで、一つの取り組みだけにとらわれずに、横に広

げていけるようなまちづくりに広げていければと考えています。 

 

会長： 

それでは、Ｅ委員いかがでしょうか。 
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Ｅ委員： 

つくばみらい市は、農地が広く、お米やトマトなどを栽培している方が多いと思います。

しかし、新しく入ってきた方との交流がなかなかないもので、昔からいる方々が、自分の

ところでつくっているというイメージです。僕も個人でコメを作っていますが、近くの組

合などと協力しながら行っています。最近では、カメムシの防除などもやっていましたが、

新しく越してきた方々は、洗濯物や車にかかってしまうということや、通学の時間は避け

て欲しいといったようなことで、あまりご理解いただけていない状況です。こうしたこと

は、昔から行っていることなので、新しく入ってきた方々との温度差を感じます。必要な

作業であり、カメムシが多くなっている中で、特に去年は被害がひどかったですが、新し

く越してきた方は、その辺のご理解もいただけないかと思います。そのあたりも、今後、

暮らしていく中で、共存というのも必要だと思いますので、情報の共有などもできればと

思っています。 

 あとは、市長は農業に力を入れたいのだと感じています。今、民間企業と行っている事

業では、スマート農業を推進していくなかで、市としてはどういったところに着地してい

きたいと考えているのかが気になっています。例えば、ドローンを飛ばすにしてもＧＰＳ

で自動で飛ばしていくという技術もあったりしますが、基地局を立てないといけないとい

うような問題があったりします。田植え機やトラクターの無人化も進んではいますが、そ

のあたりをどの辺まで進めていくのかというのが気になっているところです。機械を導入

するにあたっても、スマート農業の機械というのは値段がかなりするので、個人で買うと

いうのはかなり厳しいと思います。個人で独立して行うにあたっては、中古やリースに頼

って機械を調達することになります。スマート農業を進めるにあたって、そういった機械

への補助などはどう対応していくのかが気になっているところです。 

 

会長： 

２つとも大切な論点かと思いますので、事務局お願いします。 

 

事務局： 

ありがとうございます。私が農業の担当ではないので、お答えがずれるかもしれないの

ですが、私なりにご回答させていただきたいと思います。 

カメムシの駆除に関しては、農家の方は、おいしいお米を作るために、害虫駆除は当然

行われるところです。「みらいの今を知っておこう」という、政策情報版の１２ページをご

覧ください。みらいに向かって変わる農業というページがございます。ここには、市がみ

らい型農業に向かって取り組んでいる施策についてご案内しております。市内の皆様には

全戸配布しております。このなかで、米どころつくばみらいを育むためにということで、

「カメムシの防除に対する補助を２０％から５０％に引き上げています」という記事を書

いています。これは、最初は、「皆様の食卓においしいお米が届くようにしています」とい

う文言がありませんでした。単に農業者の方に、２０％から５０％に上げましたという記

事でした。こちらについては、そういうことではなく、この補助率を上げることによって、



21 

 

安定した品質を持ったおいしいお米が、皆様の食卓に届くようになる。そのために農家の

方に５０％の補助金を出しています。というふうに、なんのために上げたのかという部分

を、農業を行っていない方にも知っていただく。これと同じ理屈で、市内にはお米以外に

も野菜などがたくさんあります。こういったことについても、市民の皆様にまずは知って

いただき、つくばみらい市の農業に関心を持っていただかないと農業を軸とした交流を図

っていくことはできないということを第一に考えています。 

市長も、つくばみらい市のコメはおいしい、野菜も他と比べてもおいしいのに、それが

世に知られていないから話題にならないと申しています。そこをどうにか世に出したいと

考えています。米コンテストを開催しますという記事もあり、こちらもこれからやる事業

です。こちらも、まずは市内産農作物を市内の方に知っていただいて、皆さんに消費して

いただく。そのために市もバックアップをしていくということです。実際に農業をやって

いる方には足りないのかもしれないですが、市も取り組みを始めているということを意識

して記事にしております。 

 それと、スマート農業についての考え方ですが、一概にスマート農業をやりますといっ

ても、確かに、農業機械には高額なものが多いです。この費用についても、本来であれば

補助等が充実していれば良いのですが、農業者の方々にしてみれば、まだまだ不足してい

るのだと思います。そちらについても、農業を通じた交流というものを考えていますので、

専業農家・兼業農家の方々に、どのような支援をすることで、地域のつながりが生まれる

とかということにもなってくるので、農業の担当課で今後考えていくことだと感じており

ます。総合計画の中でも、きちんと位置付けながら計画の中に盛り込んでいけたらと考え

ています。 

 

会長： 

土地利用や農業、住宅地の境目あるいはスマート農業というのは、効率化を追求するた

めの重要な論点だと私は思いました。 

Ｆ委員、いかがでしょうか。 

 

Ｆ委員： 

近年送られてくる広報紙を見ていて、すごく広報紙が良くなってきたと感じています。

来るのが楽しみで、隅から隅まで読んでいます。市の意気込みをすごく感じます。私は、

つくばエクスプレスの開業前くらいに越してきましたので、他の都市との比較となると、

他にもいろいろありますが、以前住んでいた都市だったりします。この新しいまちに凄く

期待してきまして、最初は、どうなのかと少し不安でしたが、ここのところ、どんどん変

わっていく様子が見えて、良いと思っています。 

先ほど、Ｄ委員がおっしゃった、目標にすべき将来像である「しあわせと 笑顔あふれ

る みどりがつなぐ みらい都市」というのは、どこでも誰でも言いそうなことなので、

漠然とイメージはできますが、具体性が見えないと最初は思っていました。では、どうい

うことなら具体性があるのかというと、今すぐこういうものですとは言えないのですが。

みどりがつなぐという言葉も、ではみどりとは何のみどりなのかと思います。 
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私は、団体の活動の拠点がつくばみらい市にありながら、海外や他県で活動することが

多く、忙しくて、つくばみらい市に特化できていなかったのですが、これからやっとでき

ると思ったときに、新型コロナの感染が広がってしまったので、また出来ていない状態で

す。 

この将来像のみどりというのは、樹木のみどりなのか、農業のみどりなのか、荒れ果て

た山林を遠くから見るとみどりに見えるが、実際は行ってみると荒れているということも

ありますし、そういった意味で、具体性を持ったものが見える政策ができていけばよいと

思います。ＳＤＧｓもたくさんの目標があります。例えば、つくばみらい市はＳＤＧｓの

これとこれに特化してみよう。などということがあっても良いのかと思います。もちろん、

それで本当に良いのかは分かりませんが。 

皆さんと、色々な意見を議論する中で、広報紙を市が出しても、市民が全然読まないで

ゴミ箱に行くようなものだと全く意味がないです。やはり、市民の意識の向上というか、

そういうことにも力を注げるようなことが出来たらよいと思っています。 

 

事務局： 

今、みどりとは何のみどりなのかというお話がありました。つくばみらい市は、以前か

ら豊かな自然環境を残しつつ、みらい平地区など新しい市街地もでき、環境を大切にしな

がら新しいまちづくりに取り組んでいくという趣旨で、みどりがつなぐ みらい都市とい

うことかと私は思っております。 

こちらにつきましても、先ほどＤ委員からお話がありましたが、もう少し明確でエッヂ

の効いたものでも良いのではないかということがございましたので、皆様のご意見を参考

にさせていただきながら、事務局でもさらに検討をしていきたいと考えています。 

 

会長： 

この将来像は大事なところです。固定ではなく変更もありということですので、議論で

きればと思っています。 

それでは、Ｇ委員いかがでしょうか。 

 

Ｇ委員： 

みどりも、若い人への手を差し伸べる力も、第２のふるさとも、みんな大事で大切です

が、私は、このつくばみらい市のほど良さが大好きです。 

なぜかというと、５２，０００人くらいの程よい人口と程よい公的機関があります。そ

して、市の職員や社会福祉協議会、ボランティア、住民が、お互いに何気なくかばい合い、

掛け合い、思い合っています。はっきりと、「はい！やります」というような事ではないの

ですが、お互いをどこからともなく支え合うという気持ちが、とってもある市だと思って

います。 

ここに住んでいて、それが第一の強みだと感じています。すごく心地よく、この地にい

させていただいています。そこで、今、私のやるべきことだと思っていることがあります。 

ボランティア活動の中心は、子供が生まれる前や、生まれたばかりの子ども、少し大き
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くなった子供たちが中心かと思われがちです。実際には、お母さんたちと子どもとの向き

合い方が多様化しています。デジタルで、子どもに機械を渡しておしまいの方もいらっし

ゃるし、受け入れてもらえない、「私を見て」「私を頼って」という本来親子のあるべき姿

に飢えているお母さんもいらっしゃいます。そして、私たちのような世代との交流が希薄

になっています。私は、一番そこをつなげたいと思っています。 

同じつくばみらい市に住んでいない人でも、その代わりになる役目をしたいという思い

があります。つまり、「第２のばぁば」になりたいと思っています。小さな子どもや、若い

お母さんでも、「第２のばぁば」になるために、さりげなく付き合うということを心がけて

います。深入りしないけれど、あなたをいつも見守っているよという気持ちで、この地域

で一緒に過ごしている私だよということを伝えたいと思っています。今、みらい平に越し

てくる方は、若い方がすごく多いので、そこに皆さん目を向けていらっしゃいます。でも、

２０年・３０年したら。私たちが越してきた時も若かったです。今では見守る側になりま

したが。やってもらっていることが当たり前ということではなく、見守られているという

ことを感じていただけるように、どういう風につなげていけるのかということを考えてい

ます。 

みらい平地区は、高齢化率が３.８％ほど、他に行くと４３％以上と、凄い格差がありま

す。お年寄りの言葉が分からない方がいっぱいいます。分かってというのは酷かもしれま

せんが、私たちの年齢にならないという人はいないので、認知症カフェとかも何か所かで

やらせていただいているので、そこを何とかつなげていけたらというのが、私の課題でも

あり、私にとっては、この市の大きな課題かと思っています。 

そうすると、全てが楽しいまちにはならないですが、どなたにとっても居心地の良いま

ちに成りうるのかなと思います。この市の良さを損なわないでほしいと思います。 

 

会長： 

Ｈ委員はいかがでしょうか。 

 

Ｈ委員： 

 いつもお世話になっております。今日はありがとうございます。また、会長・事務局か

ら、こうした意見交換を準備してくださって、一人一人の方が普段思っておられることを

お話しされたことによって、本当に大きなテーマの中でこれから進行していくことなのだ

と思いました。 

やはり、当初、総合計画の実現というのは行政だけでは無理なのだと、そのためには官

民一体で取り組むというお話がありました。僕は、生まれたばかりの赤ちゃんから高齢者

まで、みんなが主役だと思っています。ですので、官民の民は、市民の民だととらえてい

る面がすごく大きいです。ですから、行政、企業を含めて、市民一人ひとりが協力し合っ

て、この総合計画という素案に向けて答申していく形になるのかと思います。 

いま、やはり、まちひとしごと創生法に基づいて、地域の持続的な発展に向けた計画を

立てることと言われています。皆さん、それぞれお話が出ているように、雇用の問題しか

り、産業振興しかり、子育て支援しかり、そして生活環境などが大きな部門としてのテー
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マになるのかなと感じています。先ほどからお話に出ているように、僕も思っていること

があります。 

先ほど伊奈町・谷和原村という過去の合併の話が出ましたが、この環境は、過去数百年

を生活されてきた先人の方々が、おそらく、それぞれの時代に合った必要とされることに

取り組んできて、それぞれの知恵や工夫を重ねてきたことによって、現在があるのかと思

います。そういったことで、この計画に期待したいことがあります。先ほどお話ししたよ

うに、一人一人の心豊かな人生を、このつくばみらい市で過ごせると良いと思っており、

そのためには、一人ひとりが協力し合うことです。 

先ほど、Ｃ委員からありましたように、ある市では計画を立てた中に、１０００という

項目があったということでした。やはり、先ほどから皆様がおっしゃっているように、無

いものを求めるのではなく、ここには良い在るものがあります。先ほどの農業もそうです

し、新しく越してきた方が、新しいものを持って皆さんと一緒に協力し合うことができま

す。ですので、僕は伊奈・谷和原という言葉があまり好きではありません。なにしろ、こ

こは、つくばみらい市ですから。すべての市民が、つくばみらい市という土俵の上にいる

わけです。そのすべての人が協力し合って、住みよい環境といったものに取り組んでいく

ことがこれからは大切なのかなと思います。 

デジタルや、今の世の中に求められるなかで日本という文化を失いつつ新しいものに向

かっており、ここにある地域の素晴らしい一番大事な地域の強みや特性というものが失わ

れ、おいて行かれてしまうのではないかと思っています。さきほど、ご高齢の方に皆もな

るのだという話がありました。僕は、デジタルが悪いとは思いませんが、そこで格差を生

んではいけないと思います。一人として取り残してはいけないというのを、自分の中に持

っています。ですので、広報が素晴らしい、色々なものが素晴らしいとあるなかで、何か

につけ、デジタルということがあると、デジタルという言葉を聞いただけで拒否反応を起

こしてしまう方もたくさんいらっしゃるので、そういう方も、周りの方々で救いつつとい

うことが重要です。これは自助・共助かもしれません。自分とともに、周りの方にも気を

配りながら、みんなで協力し合って生活していく。先ほどＡ委員からもありましたが、子

育てをする環境や、女性が活躍する社会というのも今求められています。今の男性は７０

歳まで務めるという時代になっているので、やはり地域を普段守ってくださっているのは

女性の方々が多いということがあるので、女性の方にも活躍できる場所をつくっていただ

きたい。それが、以前にあった一億総活躍社会にもつながっていくのかと思います。やは

り、すべての方が、この市内で活躍できる環境、それこそがＤ委員がおっしゃられた、楽

しいまちになり、強いまちになり、ふるさとにつながっていくのかなと、期待したいと思

って、今日はこの席に着きました。どうもありがとうございました。 

 

会長： 

ありがとうございます。それではＩ委員いかがでしょうか。 

 

Ｉ委員： 

すごく今更な質問にりますが、最終的に、この分厚い冊子になっている総合計画が、全
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ての上位になるものだという説明を受けましたが、この審議会では、これ自体を練るとい

うよりは、これについて審議するというのがこの場という理解でよろしかったでしょうか。

そして、それぞれの立場で意見を出し合うということで。 

 

事務局： 

はい。 

 

Ｉ委員： 

それでは、この目指すべき将来像について、Ｄ委員からエッヂの効いたものなどという

意見が出ていましたが、やはりこの将来像が、私どもが意見や提案をするにあたっての指

標になるかと思います。先ほどから意見にありましたように、この指標が抽象的すぎると

いうのもあり、意見を申すにあたっても何を目的として意見を言うのかというところが少

しぶれてしまうかと思います。あまり具体的すぎても、刺々しくなって反対意見も出やす

くなってしまうかと思いますが。抽象的な部分も持ち合わせつつも、例えば「人口５万人

にしましょう」や「財政状況が厳しいので、税収をあげましょう」というところまで、表

立って市民の方にオープンにするのは良くないかもしれませんが、例えばそういうのを暗

に秘めて、どうすればよいかというような、考えるにあたっての指標をいただければ意見

しやすいのかと思いました。 

私も、経営者の集まりなどがありますが、幸せという一言についても、経営者一人一人

で悩みも違いますので、幸せも違うので、先ほどのアンケートのお話でもありましたが、

もう少し具体的なお話があると意見がしやすいのかと思いました。 

 

事務局： 

皆様に申し上げた「しあわせと 笑顔あふれる みどりがつなぐ “みらい”都市」と

いう将来像は、基本構想の第１章に記載しています。この基本構想は４章に分かれており、

第１章が「まちづくりの基本理念と将来像」となっており、将来像が、今申し上げたキャ

ッチフレーズにあたります。そして、第２章においては「まちづくりの将来指標」を項立

てしています。こちらは、人口指標やしあわせ指標を定めています。続いて、第３章には

「まちづくりのデザイン」ということでグランドデザイン、土地利用構想を位置付けてい

ます。ここでは、工業や住宅のエリアがどこなのかというようなことを位置付けています。

また、ライフデザインということで、暮らしづくりの構想なども設定しています。最後に、

第４章として「まちづくりの基本目標」というのがございます。基本目標は３つあり「市

民目線に立った質の高いまちをつくる」「市民が豊かな暮らしが描ける場をつくる」「連携

や協力によって支えあう社会をつくる」という３つの目標を定めています。この基本目標

の中で、それぞれの基本目標に合わせて、どんなことを実施するのかということが書かれ

ています。 

第１章の基本構想に向けて、４章で３つの基本目標を項立てしているというような構成

になっています。こちらは、全て基本構想ということになりますので、議会の議決をいた

だいて決めていくという内容になります。繰り返しになりますが、市長からも、現計画に
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そのまま取り組むものではない、変える必要がある部分は変えるという話がありました。

ただし、策定方針としては、全て変えるということは考えておりません。原則として、基

本構想部分は踏襲しつつ、変える必要がある部分については変えていきたいと考えていま

す。まるっきり変えてしまうと、最初に作った基本構想が根拠のないもののようになって

しまうので。変えたくないということではありませんが、最初の基本構想のエッセンスは

残しながら、変更する必要のある部分を変更していくというようなかたちになっています。 

こちらについては、次回あるいは来年度の審議会において、素案を提示させていただき、

具体的なものを詳細に説明させていただきたいと考えています。その方がイメージとして

しっくりくるかと考えていますので、よろしくお願いします。 

 

会長： 

分かりづらい言葉や表現もあるかと思いますので、少しずつ補填していけたらと思いま

す。時間が厳しいところもありますが、続いてＪ委員いかがでしょうか。 

 

Ｊ委員 

基本的に、みんなが思っていることは、限られた予算で、一番幸せになって、一番経済

的に効果がある、そういった計画ができれば最高だと思います。ですが、それはなかなか

難しいのではないかと思いますので、やはり、福祉が充実した社会ができればよいと考え

ています。見守りなど、色々なシステムを導入していただきましたので、以前よりずっと

進んでいると思います。心配していたところも、少し安心感が出ているような状況だと思

います。もっともっと住民が交流していけば、そのシステムプラスアルファが色々な面で

出てくるのではないかと思っています。長くなっても悪いので、以上です。 

 

会長： 

ありがとうございます。それでは、Ｋ委員お願いします。 

 

Ｋ委員： 

 この冊子を読ませていただくと、すごく良いことばかり書いてあると思いました。現実

には、小規模校・複式学級ということで、伊奈小学校、三島小学校、東小学校、板橋小学

校というところで統合したというような、テレビで見る島の学校のような状況が普通に起

こっているということを理解していただけたらと思います。 

みらい平にいれば何も感じないですが、一つ地区がずれると、一学年１０人のなかで男

の子一人という状況も２年前にありました。富士見ヶ丘小学校が一番大きい小学校として

ありますが、そこから坂を下りた隣の学校は、来年複式学級になる状況にありながら、い

まだに統合の話は何も進んでいません。未だ、説明会を１回目やったばっかりですので、

来年は複式学級になることは決定している状況かと思います。 

ですので、そういったところも、先ほどから話にありましたが、地域格差というものは

確実に出てきています。この施設の前にも、陽光台小学校と富士見ヶ丘小学校という１,０

００人と７００人の学校がありますが、これは大規模校で、このコロナ禍では９月１日か
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ら学校に来れるのか、来れないのかで非常に悩んでいます。ほかの学校は、人数が少ない

ので密にならないため出来るだろうというといった感じで分かれています。 

では、富士見ヶ丘を半分にして谷原と合わせれば人数が平等だという話ではうまくいき

ません。そういった大きな話にも着目してお話していただけたらと思います。ちょっと具

体的で、この場での話とはずれてしまうかもしれませんが、学校との関わり、市との関わ

りについては別の機会でもお話させていただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

会長： 

ありがとうございます。Ｌ委員お願いします。 

 

Ｌ委員： 

 私がみらい平に住んだ感想でいうと、子育てにはすごく良いです。ただし、皆様がおっ

しゃる通りで、複式学級が隣であって、富士見ヶ丘はプールに入れないというような両極

端な状況になっています。こんな市はほかにないと思います。 

先ほど、Ｅ委員から農薬の話もありましたが、みらい平に越してくる方は、農業がすご

い地域だということは知らないと思います。なぜかというと、私も、今の妻が近隣に住ん

でいて、当時、近隣市に移り住みました。なぜかというと、東京に通っていて、その市で

あればＴＸが必ず座れるということです。そして、結婚して家が欲しいとなった時に、そ

の市は高いのでだめでした。 

そういったことで、みらい平なら買えるということで、買っているという人は結構多い

と思います。そのような方には、みらい平・旧伊奈・旧谷和原という地区は全く関係なく、

農業についても、農家がたくさんあるということや、スシローのお米を作っているという

ことくらいしか知らないと思います。であれば、接点があるのは、市役所の市民窓口課だ

と思います。転居届を出すときに必ず寄るので、つくばみらい市はこういう市だという紹

介や、農薬をまく方がいるという情報などを周知することで、相互理解と共存・共栄とい

う精神が必要だと思います。ですので、非常に難しいかじ取りをする市だと思います。 

ただし、非常に面白い市でもあると思います。スマートインターチェンジができるので

あれば、圏央道の「道の駅古河」では、圏央道を降りてすぐに、古河市の名産品を売って

いるので、ああいった取り組みが出来たら面白いと思います。 

私も、あさの市でお米を買っていますが、おいしいので、そういったことで地域が栄え

たりすることで、脱みらい平でもいろいろな手があるのかと思います。また、水田が多い

ということは洪水などが多いかと思います。旧伊奈・旧谷和原ということではなく、水田

を守るためにも、洪水などのリスク・ヘッヂを考えていかないといけないと思います。 

みらい平だけ人口が増えていますが、ほかの地区で、やっぱりみらい平だけだとへそを

曲げるようなことではいけないとおもいます。小絹やほかの地域があり、難しい属性だと

は思いますが、みんなが共存・共栄でき、みらい平はこうだけどうちの地区はこうだとい

う特徴を出せる良い土地だと思っています。 

私は、きらくやまにいけばカブトムシがいくらでもいるという状況で、東京から４０分
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でカブトムシが採れるというところはなかなかないと思います。そういったことも活用で

きるよう、意見を言えたらよいと思います。 

データで見ることも非常に重要ですが、つくばみらい市がトーマツ様にお金を払ってデ

ータ分析はできてしまうと思います。しかし、今ここにいる皆さんは、ここで生活してい

て色々な立場があるかと思います。私も、旧伊奈・旧谷和原ということは全く知りません。

一つ言えることは、色々な地区がありますが、自治会が無いから接点が取れないなど、色々

な話を聞く中で、そういったことを、色々な地域の方が集まっているこの場で、仲良く進

めていけたらよいと思います。 

やはり、相互理解と共存・共栄が重要だと思います。いつまでたっても、守谷市とつく

ば市の間に挟まれて、どっちかに行けば事足りるということではなく、つくばみらい市で

完結できるまちづくりが出来たらよいかと思います。 

そうすると、近隣市のショッピングセンターなどでお金を落としている方も、やはり市

内で野菜を買おうというような雰囲気になると一番良いと思います。別に、ショッピング

センターに行くことがすべてではないので、そういったことが出来たらよいと思います。 

あとは、本屋はやはりみらい平に欲しいと思います。本屋に行くためだけに、近隣市の

ショッピングセンターなどに行くのはどうかと思っているので、子どもたちが本や文房具

を買える仕組みは、伊奈地区とかでも良いと思うので、買える場所があるという周知をし

て、市内でお金が回って、より良く、市外に行かなくても市内で済むというようなことが

できる考えや提言ができればよいと思っています。以上です。 

 

会長： 

ありがとうございます。Ｍ委員お願いします。 

 

Ｍ委員： 

 先ほど、Ｋ委員がおっしゃっていたように、私が学校に通っていた時には、１２人のク

ラスだったので、他の小学校との学習能力の差を感じて、他の市の学習塾に通っていまし

た。学習する機会が人によってバラバラなうえに、住んでいる地区によって塾が多い地域

と塾がない地域もあるので、学習の機会を平等に出来たらよいと思います。 

加えて、大学生になって車を持つようになりました。高校生のころには、学校に通うた

めにも、駅まで親の送迎が必要でした。車の重要性を良く感じるようになり、車がないと

生活できない地域であることが問題だと思っています。また、先ほどＬ委員がおっしゃっ

ていたように、本屋やショッピングセンターに行くためにほかの市に行かなければならな

いことも事実なので、つくばみらい市内で経済が回るような仕組みが必要だと思います。

以上です。 

 

会長： 

ありがとうございました。Ｎ様お願いします。 

 

Ｎ委員 
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 私も、昔からお住まいの皆様のお話を伺って、これから、総合計画後期基本計画の策定

ということもあり、自分もこれからこの町に住んで年を取っていくということを考えたと

きに、より良い計画をつくり、これからのきっかけの一つになれたら良いと感じました。 

短いですが以上です。 

 

会長： 

 ありがとうございました。それではＯ委員お願いします。 

 

Ｏ委員： 

 私は、市の総合計画などに携わるのは初めてなので、意見なども言いづらいですが、例

えば、今後、企業の誘致などをされる中で、地域貢献として色々とやろうとはしています

が、企業側に求められることがあっても良いのではないかと思っています。 

今、脱炭素やカーボンニュートラルということがあり、自治体にも話があったりすると

思います。立地される企業には、再生エネルギーを使うような施設にしていただければ、

つくばみらい市を脱炭素自治体のようにアピールができるのではないかと考えています。 

これは勝手に私が想っているだけですが、そういう視点があっても良いのではないかと

いうことと、そういったお手伝いが出来たら良いと考えています。 

 

会長： 

 皆様からご意見をいただきました。事務局から、全体を通していかがでしょうか。 

 

事務局： 

 たくさんの貴重なご意見ありがとうございます。今回は、審議会委員を選ばせていただ

くにあたって、各地域からのバランス、各年代のバランスを考えさせていただきました。

年代が偏ってしまわないように、２０代から７０代の方まで委員としてお願いしています。 

更に、今回の審議会を設置するにあたって特徴的なのは、公募委員は以前までは２０歳

からの方を募集していましたが、今回は１８歳から募集しました。広報紙に意図は書かな

かったのですが、これは、市で生活している学生の方の意見を取り入れたいということで、

１８歳まで公募の条件を引き下げて募集させていただきました。若い方が委員としてご参

加いただける委員会というのは少なくて、今回のように年齢のバランスを考慮して、委員

さんを選ばせていただきましたので、様々な年代・地域の皆さんの取り組みやお仕事など、

皆さんの経験から忌憚のないご意見を頂戴して、計画策定に反映していただければと考え

ています。 

本日は第１回目ということでしたが、皆さんに忌憚のないご意見をいただけたのではな

いかなと私は思っています。事務局としましても、前の計画策定のメンバーとすっかり変

わってしまったので、至らない点多々あるかと思いますが、円滑な審議会運営をしていき

たいと思っておりますので、今後とも皆さんのご協力をお願いしたいと思います。本日は

ありがとうございます。 
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会長： 

ありがとうございます。Ｄ委員、全体を通してまとめていただければ。 

 

Ｄ委員： 

ありがとうございました。 

皆さんのご意見、とても貴重だと思いました。やはり、同じまちに住んでいても、隣の

人がどんな人なのかもわからないこともあります。今日は、皆さんの個人的な意見などが

聞けて本当に良かったと思います。 

最初に会長がお話されたように、総合計画は作ればよいということではなく、最終的に

政策におとされて、住んでいる方が幸せになれればよいということですね。どこの市町村

でも総合計画はつくっていますが、それが、より現実的・効果的になっていくのではない

かと思います。 

私は会社を経営していましたが、１０年スパンは長くて、５カ年計画をつくっていたり、

中期計画も５年から３年に短くなっていたりしますので、かなり修正を加えないと。世の

中マッチングで広がっているので、柔軟に対応していただければと思います。今日は本当

にありがとうございました。 

 

会長： 

ありがとうございました。これで議事を終了します。 

その他、事務局からお願いします。 

 

事務局： 

 最後に、事務局から連絡事項が２点ございます。 

 一つ目として、今後のスケジュールに関して、次回審議会は来年２月を予定しています。

詳細な日程などは、後日確定次第ご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。主な内容としては、アンケートや基礎的調査の結果がまとまる時期ですので、そのあ

たりを皆様にお示しし、それについてご意見をいただくといったことを予定しています。 

 また、ワークショップについて、トーマツ様からご説明いただいたところですが、今回

の策定にあたっては、ワークショップを２回行うように考えています。１１月７日日曜日

に、このみらい平市民センターで行う予定になっています。これについては、審議会委員

の皆様にもご案内を送らせていただく予定です。メールアドレスをご報告いただいていま

すので、そちらを活用してお知らせしたいと考えています。ご都合がよろしい方がいらっ

しゃいましたら、色々な意見が市民から集まる場になりますので、ぜひご参加いただけま

すようお願いいたします。 

そして、２点目としまして、お席に、ご意見・ご提案記入用紙を置かせていただきまし

た。こちらは、本日の会議が少々急ぎで行わせていただいたということもありましたので、

説明を受けて感じたことや、話しきれなかったこと、アンケートの設問へのご意見などを

記入ください。本日いただいたメールアドレスに、テストもかねてデータをお送りします
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ので、提出は、紙にご記入いただくか、メール・FAX 等で８月３１日までにお送りいただ

けますようお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

 

Ｋ委員： 

 最後に失礼します。ただいま、次回の開催が未定と伺いましたが、今日も、私だけか分

かりませんが、普通に仕事をしている時間です。午後をほとんどとられることになるので、

できれば、仕事が終わった後になりませんでしょうか。平日の昼間は、なかなか、普通に

仕事をしている人は調整がつかないかと思います。その辺を少し考慮していただいた日程

としていただけると助かると思います。 

 

事務局： 

審議会の日程については、全ての方のご都合を合わせることは難しいので、委員のご意

見を参考にさせていただいて、今後、会長とも相談のうえ、検討させていただきたいと考

えておりますので、よろしいでしょうか。 

 

Ｋ委員： 

はい。 

 

会長： 

貴重なご意見ありがとうございます。当然、参加することが条件ですので、極力対応で

きればと私も思います。それでは、事務局お願いします。 

 

事務局： 

ありがとうございます。 

大澤会長ありがとうございました。また、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい

ところ、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 

以上を持ちまして、令和３年度 第１回つくばみらい市総合計画審議会を閉会いたしま

す。長時間にわたり、大変ありがとうございました。 


